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令和６年度介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定等について 

１ 訪問型サービス 

(１)基本報酬(単位)【令和６年４月１日施行】 

名称 訪問型サービス（現行相当） サービス A（緩和基準） 

サービス提供内容 
訪問介護員による身体介護、または身

体介護と合わせて利用する生活援助 

訪問介護員による生活援

助（身体介護なし） 

対象者 要支援１、２、事業対象者 要支援１、２、事業対象者 

月額 

（包括） 

報酬 

週１回程度 １，１７６ （日割）39 

 週２回程度 ２，３４９ （日割）77 

週２回超 ３，７２７ （日割）123 

１回 

当たり 

報酬 

標準的な内容 287 

 

- 

20 分未満 - 129 

20 分以上 45 分未満 179 161 

45 分以上 220 198（※45 分～60 分） 

短時間サービス 

（身体介護が中心） 
163 - 

※ 日割は、月額報酬の方のみ。（区分変更、サービス事業所の変更、契約開始、短期入所併用の場合 等）  

(２)加算・減算項目及び単位(変更部分のみ抜粋。詳細は事務連絡のとおり。) 

【令和６年４月１日施行】 

名称 訪問型サービス（現行相当） サービス A（緩和基準） 備考 

高齢者虐待防止措置未

実施減算 
△基本報酬×1％ △基本報酬×1％ 

新設 

業務継続計画未策定減

算 
△基本報酬×1％ △基本報酬×1％ 

新設 

R7.4/1～適用 

同 一 建 物

減算 

２０人以上 90/100 90/100  

５０人以上 85/100 85/100 新設 

９０％以上 88/100 88/100 新設 

口腔連携強化加算 50（１月１回） -  

  

【令和６年６月１日施行】 

名称 訪問型サービス（現行相当） 
サービス A 

（緩和基準） 
備考 

介護職員等処遇

改善加算 

Ⅰ：所定単位×24.5％ 

Ⅱ：所定単位×22.4％ 

Ⅲ：所定単位×18.2％ 

Ⅳ：所定単位×14.5％ 

- 

変更 

Ⅴ⑴～⒁：所定単位 

×7.6％～22.1％ 
- 

R7.3.31 まで算定可 (現行の加算の取得

状況に基づく加算率を維持したうえで、改

定による加算率の引上げを受けることがで

きるようにすることなどの激変緩和措置) 

 
 

 



中新川広域行政事務組合 

2  

２ 通所型サービス 

(１)基本報酬(単位)【令和６年４月１日施行】 

名称 通所型サービス（現行相当） 

サービス提供内容 
入浴介助を含む身体介護や生活機能の維持・向上

のための機能訓練、レクリエーション活動等 

対象者 要支援１、２、事業対象者 

月額（包括） 

報酬 

要支援１・事業対象者 １，798 （日割）59 

要支援２・事業対象者 3,621 （日割）119 

１回当たり 

報酬 

要支援１・事業対象者（月 1 回～4 回） 436 
 

要支援２・事業対象者（月 1 回～8 回） 447 

 

名称 サービス A（緩和基準） 

サービス提供内容 
高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資するサービス提供（送迎の

有無、入浴介助なし） 

対象者 要支援１、２、事業対象者 

区分 送迎あり 送迎なし 

１回 

当たり 

報酬 

１日（５～９時間） 392 373 

半日（３～５時間） 294 280 

短時間（１～３時間） 235 224 

 

(２)加算・減算項目及び単位(変更部分のみ抜粋。詳細は事務連絡のとおり。) 

【令和６年４月１日施行】 

名称 
通所型サービス 

（現行相当） 
サービス A（緩和基準） 備考 

高齢者虐待防止措置未実

施減算 
△基本報酬×1％ △基本報酬×1％ 

新設 

業務継続計画未策定減算 △基本報酬×1％ △基本報酬×1％ 新設 

同一建物減算 -94/回 他  新設 

片道送迎減算 -47/回  新設 

一体的サービス提供加算 480/月 - 新設 

※運動器機能向上加算、選択的サービス複数実施加算は廃止  

【令和６年６月１日施行】 

名称 訪問型サービス（現行相当） 
サービス A 

（緩和基準） 
備考 

介護職員等処遇

改善加算 

Ⅰ：所定単位×9.2％ 

Ⅱ：所定単位×9.0％ 

Ⅲ：所定単位×8.0％ 

Ⅳ：所定単位×6.4％ 

- 

変更 

Ⅴ⑴～⒁：所定単位 

×8.1％～3.3％ 
- 

R7.3.31 まで算定可 (現行の加算の取得

状況に基づく加算率を維持したうえで、改

定による加算率の引上げを受けることがで

きるようにすることなどの激変緩和措置) 
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３ 介護予防ケアマネジメント 

(１)基本報酬(単位)【令和６年４月１日施行】 

名称 ケアマネジメント A ケアマネジメント B ケアマネジメント C 

サービス内容 

介護予防支援と同様 経過を簡略化したケ

アマネジメント 
（サービス担当者会議の

省略等） 

初回のみ実施 

対象者 事業対象者・要支援１・２（要介護度１～５） 

プラン作成 作成する 作成する場合もある 作成しない 

訪問・面接 
１回/３か月 
（他の月は電話） 

必要な時 しない 

実施主体 地域包括支援センター 

単
位 

⑴地域包括支援センター

が行う場合等(*1) 
442 442 442 

⑵指定居宅介護支援事業

所に再委託する場合(*2) 
472【新規】 472【新規】  

＊１ 介護予防支援事業所の指定を受けていない指定居宅介護支援事業所に再委託する場合を含む。 

＊２ 介護予防支援事業所の指定を受けている指定居宅介護支援事業所に再委託する場合に限る。 

 

(２)加算・減算項目及び単位【令和６年４月１日施行】 

(変更部分のみ抜粋。詳細は参考資料のとおり。) 
 

名称 ケアマネジメント A ケアマネジメント B ケアマネジメント C 

高齢者虐待防止措置未実

施減算 
△基本報酬×1％ △基本報酬×1％ 

- 

業務継続計画未策定減算 △基本報酬×1％ △基本報酬×1％ - 
  

４ その他(総合事業における継続利用要介護者の利用可能サービスの弾力化) 

介護保険法施行規則の改正において、「継続利用要介護者が地域とのつながりのもとで日常生活を継続

するための選択肢の拡大を図る観点から、継続利用要介護者が利用できるものとしてサービスＡを含め

る。」とされたことを受け、中新川管内で実施している訪問型・通所型サービスＡについて、要介護認定を受

けた後も引き続きサービスの利用を可能とする。 

※ 要介護認定後も継続利用を希望される利用者がおられましたら、サービス利用開始前に、地域包括支

援センター並びに当組合までご相談ください。請求上及びサービスの利用開始にあたりトラブルとなる場合

がありますので、必ず事前にご相談ください。
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参考資料 
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